
資料４
令和３年度東京ＤＭＡＴ隊員養成研修等における特例措置等について

昨年度の対応等

１ 東京ＤＭＡＴ隊員養成研修

実施計画

１ 前期：６０名 令和２年１１月２５日（水曜日）座学
１２月 ９日（木曜日）実技

２ 後期：６０名 令和２年１１月２６日（水曜日）座学
１２月１０日（木曜日）実技

新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止の観点から、

予定していた研修を中止とした。

今年度実施計画

実施計画

１ ｅラーニング受講 前期後期共通
令和４年１月２０日（木曜日）から２月６日（日曜日）まで

２ 集合研修 前期：６０名 令和４年２月８日（火曜日）９時から１７時まで
後期：６０名 令和４年２月９日（水曜日）９時から１７時まで

新型コロナウイルス感染症の感染拡大

中止等の検討

課題 １ 中止した場合
⑴ １，０００名体制の維持が困難となる。
⑵ 新規指定予定の医療機関の隊員が養成できず、今年度の運用開始ができない。
⑶ ２年連続で中止となり、受講予定者のモチベーションの低下が危惧される。

２ 延期した場合 上記１の⑴、⑵と同様の課題

３ オンライン研修等の検討
安全管理や指揮命令系統といった東京消防庁との連携要領について、実災害を想定した訓練で
学ぶことを必須カリキュラムとしており、オンラインでの履修はできない。

対応（案）

１ 集合研修の延期

今年度の集合研修は延期とし、ｅラーニングの受講のみ実施する。→受講予定者のモチベーション維持

２ 次年度に集合研修を２回開催 上半期（今年度受講予定者） 下半期（令和４年度新規希望者）

３ 今年度新規指定の延期
今年度の新規指定は延期とし、次年度上半期の研修終了後に新規指定及び運用を開始する。

Ｒ４.４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

上半期・集合研修
下半期・集合研修
インスト養成研修ｅラーニング



昨年度の対応等

２ 東京ＤＭＡＴ隊員資格更新研修・更新時研修

実施計画

１ 更新研修 前期：令和２年１１月２５日（水曜日）
後期：令和２年１１月２６日（木曜日）

２ 更新時研修 実施計画なし

特例措置

令和２年度末で有効期限が切れる隊
員の期限を、

一律に１年間延長とした。

今年度実施計画

実施計画

１ 更新研修 実施計画なし

２ 更新時研修
⑴ 院内研修（ｅラーニング） 令和４年２月１４日（月曜日）から２月２５日（金曜日）まで
⑵ 院外研修 第１回：約７０名（※２会場同時開催 各会場３５名）

第２回：約１００名（※３会場同時開催 各会場３２～３５名）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大

中止等の検討

課題
１ 中止または延期した場合
⑴ １，０００名体制の維持が困難となる。
⑵ 更新または資格の復活を希望する受講予定者のモチベーション低下につながる。

２ 有効期限を延長した場合
昨年度有効期限を延長した隊員、また今年度及び次年度に有効期限を迎える隊員に対する研修
のため、約４００名規模の研修を実施する必要がある。

対応（案）

１ 特例措置の適用

院内研修（ｅラーニング）の受講のみで更新及び復活を可能とする。
→ 次年度の訓練開催に併せて映像を撮影し、インストラクターの協力を得て解説音声
付きの動画を制作、視聴する機会を設けるなど、フォローアップを考慮する。

２ 次年度以降の研修
従前どおり、院内研修（ｅラーニング受講）及び院外研修として、集合形式の東京ＤＭＡＴが参加する

東京消防庁の訓練を、インストラクターの解説により見学する演習形式を継続する。

Ｒ４.６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 Ｒ５.１月 ２月

院内研修（ｅラーニング）

院外研修 ※東京ＤＭＡＴが参加する大規模な東京消防庁の訓練に併せて実施する。（年２～３回）


